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○　市木　　イチョウ

◇　市花　　肥後ツバキ

(昭和49年10月9日制定)

熊本市民　愛市憲章
一品位ある市民の誇りのために-

1　私たち熊本市民は、清潔で住みよい街を

つくりましょう。

1　私たち熊本市民は、郷士の自然や文化財

を大切にいたしでしょう。

1　私たち熊本市民は、時間を正しく守bま

しょう。

1私たち熊本市民は、交通遺徳を重んじま
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1　私たち熊本市民は、互いにあたたかく交

わD、旅行者を親切に迎えましょう・。

(昭和35年5月11日制定)
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